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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Diameterメッセージをルーティングするための方法であって、前記方法は、
　少なくとも１つのプロセッサを含むDiameterノードが、Diameterメッセージについての
Diameterルーティングメッセージ優先度（ＤＲＭＰ）優先度値を決定するステップと、
　前記Diameterノードが、前記Diameterメッセージを搬送する１つ以上のインターネット
プロトコル（ＩＰ）パケットの各々に、前記ＤＲＭＰ優先度値に基づいた前記Diameterメ
ッセージについてのＩＰサービス品質（ＱｏＳ）値をマークするステップと、
　前記Diameterノードが、ＩＰ　ＱｏＳ値を使用してサービス品質を提供する、データ通
信ネットワーク上のＩＰルータを経由して、前記Diameterメッセージを搬送する前記１つ
以上のＩＰパケットを宛先Diameterノードに送信するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記データ通信ネットワーク上の前記ＩＰルータは、差別化サービスを使用してサービ
ス品質を提供し、
　前記方法は、前記ＩＰ　ＱｏＳ値を、前記ＤＲＭＰ優先度値と、差別化サービスコード
ポイント（ＤＳＣＰ）コードポイントへのＤＲＭＰ優先度値のマッピングとに基づいた、
前記DiameterメッセージについてのＤＳＣＰ値として決定するステップを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記Diameterメッセージを搬送する前記１つ以上のＩＰパケットの各々にマークするス
テップは、各ＩＰパケットのヘッダにおける差別化サービスフィールドに前記ＤＳＣＰ値
を挿入するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記データ通信ネットワーク上の前記ＩＰルータは、統合サービスを使用してサービス
品質を提供し、
　前記方法は、前記ＩＰ　ＱｏＳ値を、前記ＤＲＭＰ優先度値に基づいた統合サービスフ
ロー仕様として決定するステップを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記Diameterノードは、Diameterルーティングエージェント（ＤＲＡ）を含み、
　前記Diameterメッセージについての前記ＤＲＭＰ優先度値を決定するステップは、前記
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Diameterメッセージを受信するステップと、ＤＲＭＰ優先度値のために準備された前記Di
ameterメッセージの属性値ペアから前記ＤＲＭＰ優先度値を抽出するステップとを含む、
請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記Diameterノードは、前記Diameterメッセージを発するDiameterクライアントまたは
Diameterサーバを含み、
　前記Diameterメッセージについての前記ＤＲＭＰ優先度値を決定するステップは、前記
Diameterメッセージの１つ以上の他の属性値ペアに基づいて前記ＤＲＭＰ優先度値を決定
するステップを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記Diameterノードは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）および／または
ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）ネットワークを含む電気通信ネットワークのため
のシグナリングトラフィックを搬送するために構成されている、請求項１～６のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記Diameterメッセージに関連付けられた前記電気通信ネットワークのための加入者識
別子を決定するステップと、
　前記ＬＴＥおよび／またはＩＭＳネットワークのオペレータによって供給された、前記
加入者識別子についてのサービスプランのためのマッピングを使用して、前記ＤＲＭＰ優
先度値を前記ＩＰ　ＱｏＳ値にマッピングすることによって、前記Diameterメッセージに
ついての前記ＩＰ　ＱｏＳ値を決定するステップとを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　Diameterメッセージをルーティングするためのシステムであって、前記システムは、
　少なくとも１つのプロセッサを含むDiameterノードと、
　前記Diameterノード上に実現されたDiameter－ＩＰ優先度マッパーとを含み、前記Diam
eter－ＩＰ優先度マッパーは、
　DiameterメッセージについてのDiameterルーティングメッセージ優先度（ＤＲＭＰ）優
先度値を決定し、
　前記Diameterメッセージを搬送する１つ以上のインターネットプロトコル（ＩＰ）パケ
ットの各々に、前記ＤＲＭＰ優先度値に基づいた前記DiameterメッセージについてのＩＰ
サービス品質（ＱｏＳ）値をマークし、
　ＩＰ　ＱｏＳ値を使用してサービス品質を提供する、データ通信ネットワーク上のＩＰ
ルータを経由して、前記Diameterメッセージを搬送する前記１つ以上のＩＰパケットを宛
先Diameterノードに送信するために構成されている、システム。
【請求項１０】
　前記Diameter－ＩＰ優先度マッパーは、前記ＩＰ　ＱｏＳ値を、前記ＤＲＭＰ優先度値
と、差別化サービスコードポイント（ＤＳＣＰ）コードポイントへのＤＲＭＰ優先度値の
マッピングとに基づいた、前記DiameterメッセージについてのＤＳＣＰ値として決定する
ために構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記Diameterメッセージを搬送する前記１つ以上のＩＰパケットの各々にマークするこ
とは、各ＩＰパケットのヘッダにおける差別化サービスフィールドに前記ＤＳＣＰ値を挿
入することを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記Diameter－ＩＰ優先度マッパーは、前記ＩＰ　ＱｏＳ値を、前記ＤＲＭＰ優先度値
に基づいた統合サービスフロー仕様として決定するために構成されている、請求項９～１
１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記Diameterノードは、Diameterルーティングエージェント（ＤＲＡ）を含み、
　前記Diameterメッセージについての前記ＤＲＭＰ優先度値を決定することは、前記Diam
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eterメッセージを受信することと、ＤＲＭＰ優先度値のために準備された前記Diameterメ
ッセージの属性値ペアから前記ＤＲＭＰ優先度値を抽出することとを含む、請求項９～１
２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記Diameterノードは、前記Diameterメッセージを発するDiameterクライアントまたは
Diameterサーバを含み、
　前記Diameterメッセージについての前記ＤＲＭＰ優先度値を決定することは、前記Diam
eterメッセージの１つ以上の他の属性値ペアに基づいて前記ＤＲＭＰ優先度値を決定する
ことを含む、請求項９～１２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記Diameterノードは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）および／または
ＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ）ネットワークを含む電気通信ネットワークのため
のシグナリングトラフィックを搬送するために構成されている、請求項９～１４のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記Diameter－ＩＰ優先度マッパーは、前記Diameterメッセージに関連付けられた前記
電気通信ネットワークのための加入者識別子を決定し、かつ、前記ＬＴＥおよび／または
ＩＭＳネットワークのオペレータによって供給された、前記加入者識別子についてのサー
ビスプランのためのマッピングを使用して、前記ＤＲＭＰ優先度値を前記ＩＰ　ＱｏＳ値
にマッピングすることによって、前記Diameterメッセージについての前記ＩＰ　ＱｏＳ値
を決定するために構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　Diameterノードの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると前記Diameterノー
ドに請求項１～８のいずれか１項に記載の方法を行なわせる実行可能命令を格納する、コ
ンピュータプログラム。
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